
お問い合わせ先：総務財政課 総務グループ 電話：５－1111 告知端末機：５－8811

　幌延町では、災害対策基本法に基づき、平成29年２月
に「指定緊急避難場所」と「指定避難所」を指定しました。
　指定された避難場所と避難所には、標識板（幌延町生
涯学習センター、問寒別生涯学習センター、国際交流施
設は、入口ガラス面に貼るステッカータイプ）を設置し
ています。
　標識板には、災害の種類とその横に○または×印が表示
されています。 ○印はその災害が起きた際に避難できる
場所ということを意味します。なお、×印はその災害の避
難場所として適していないという意味ですので、災害発
生時に間違えることのないように、普段からの確認をお
願いします。 標識板のイメージ

指 定 緊 急 避 難 場 所

幌延小学校
幌延小学校グランド
幌延中学校
幌延中学校グランド
問寒別小中学校
問寒別小中学校グランド
幌延町生涯学習センター
問寒別生涯学習センター
幌延町総合体育館
国際交流施設
問寒別町民会館
各地区集会所
各地区生活改善センター（下沼を除く）
各地区グランド（下沼を除く）
下沼生活改善センター
下沼寿の家
下沼地区グランド

指 定 避 難 所
幌延小学校
問寒別小中学校
幌延町生涯学習センター
問寒別生涯学習センター
幌延町総合体育館
国際交流施設
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地震 土砂 洪水
避難できる災害の種類

津波 火災

※避難所は、災害の種類や規
模などにより、開設する施設
をその都度決定します。

※臨時的に、役場等その他の
施設が避難所になる場合が
あります。

○指定緊急避難場所
・災害等により迫っている危

険から、命を守るために一
時的に避難する場所です。

○指定避難所
・被災した方が災害の危険性

がなくなるまで必要な期間
生活する場所です。

・災害により家に戻れなくなっ
た方が一時的に滞在する場
所です。

防災情報 －災害から身を守るために－【避難場所と避難所】

　幌延町では、「幌延町防災ハザードマップ」を作成し、町広報
誌平成29年11月号と一緒に配布しています。
　配布以降に幌延町に転入された方など、ハザードマップの配布
をご希望の方は、役場総務財政課 総務グループまでお問い合わ
せください。

■高額療養費の限度額が見直しされます
　●高額療養費の限度額が、平成30年８月から次のとおり見直しされます。
　【平成30年７月まで】

区　　　分
１カ月の自己負担限度額（※１）
外来

〔個人単位〕
外来＋入院

〔世帯単位〕
現役並み所得者 57,600円 ※2

（44,400円）※3
一般 14,000円

※4
57,600円

（44,400円）※3

住民税非課税世帯
区分Ⅱ

8,000円
24,600円

区分Ⅰ 15,000円

　【平成30年８月から】

区　　　分
１カ月の自己負担限度額（※１）
外来

〔個人単位〕
外来＋入院

〔世帯単位〕

現役並み
所得者

課税所得
690万円以上

252,600円+（医療費-842,000円）×１％
(140,100円）※3

課税所得
380万円以上

167,400円+（医療費-558,000円）×１％
 (93,000円）※3

課税所得
145万円以上

80,100円+（医療費-267,000円）×１％
 (44,400円）※3

一般 18,000円
※4

57,600円
（44,400円）※3

住民税非課税世帯
区分Ⅱ

8,000円
24,600円

区分Ⅰ 15,000円

■高額介護合算療養費の限度額が見直しされます
　●高額介護療養費の限度額が、次のとおり見直しされます。

区　　　分 平成30年７月まで 平成30年8月から

現役並み所得者 67万円

【課税所得690万円以上】 212万円

【課税所得380万円以上】 141万円

【課税所得145万円以上】 67万円（改正なし）

一般 56万円 56万円（改正なし）

住民税非課税世帯
区分Ⅱ 31万円 31万円（改正なし）

区分Ⅰ 19万円 19万円（改正なし）

後期高齢者医療制度のお知らせ
〜高額療養費と高額介護合算療養費の見直しについて〜

※1　月の途中で75歳の誕生日を迎 
えることにより加入する方
（障害認定で加入する方は除
く）は、加入した月の自己負
担限度額が２分の1に調整さ
れます。

※２（医療費総額－267,000円）×
1%＋80,100円です。

※３　多数該当（過去12カ月に３回
以上世帯単位における高額療
養費の支給に該当し、４回目
以降の支給に該当）の場合の
自己負担限度額です。

※４　1年間の外来の自己負担額合
計の限度額が144,000円とな
ります。

お問い合わせ先：北海道後期高齢者医療広域連合　　　電話：011-290-5601
　　　　　　　　　　　（札幌市中央区南２条西14丁目 国保会館６階）
　　　　　　　　役場住民生活課　税務保険グループ　電話：５－1115 告知端末機：５－8812
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